
- -1

水産業体質強化総合対策事業費補助金交付要綱

２ ０ 水 漁 第 ２ ７ ４ ５ 号

平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日

農林水産事務次官依命通知

改正 ２ １ 水 管 第 ４ ７ ６ 号

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ ９ 日

２ １ 水 漁 第 ３ ０ １ １ 号

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日

２ ２ 水 漁 第 ２ ４ ２ ６ 号

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日

第１ 農林水産大臣は、水産業体質強化総合対策事業実施要綱（平成２１年４月１日付け２０水

漁第２７４６号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という ）に基づき行う水産。

業体質強化総合対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、水産庁長官が別途定

める公募要領により応募した者の中から選定された団体（以下「事業主体」という ）に補。

助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という 、補助金等に係る予算の執。）

行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」とい

。） （ 。 「 」う 及び農林畜水産業関係補助金等交付規則 昭和３１年農林省令第１８号 以下 規則

という ）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。。

第２ 第１に規定する経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

第３ 適正化法第５条、適正化法施行令第３条及び規則第２条の規定による申請書の様式は、別

記様式第１号のとおりとし、申請書は、農林水産大臣に正副２部を提出するものとする。

第４ 規則第２条の規定による申請書の提出期限は、毎年度、農林水産大臣が別に定める日まで

とする。

第５ 事業主体は、規則第３条第１号の規定に基づき農林水産大臣の承認を受けようとする場合

には、別記様式第２号の計画変更承認申請書正副２部を農林水産大臣に提出しなければなら

ない。

第６ 規則第３条第１号イ及びロの規定により農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表の重要

な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

第７ 事業主体は、規則第３条第２号の規定により農林水産大臣の指示を求める場合には、補助

事業が予定の期間内に完了することができない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由
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及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副２部を農林水産大臣に提出しなければならな

い。

第８ 適正化法第１２条の規定による報告は、補助金の交付の決定に係る年度の１２月末日現在

において別記様式第３号により補助事業遂行状況報告書を作成し、その翌月の末日までに正

副２部を農林水産大臣に提出するものとする。ただし、水産庁長官が別に定める概算払請求

書をもって、これに代えることができるものとする。

第９ 規則第６条第１項の実績報告書の様式は、別記様式第４号のとおりとし、正副２部を農林

水産大臣に提出するものとする。

第10 適正化法施行令第１３条第４号の規定に基づく農林水産大臣の定める財産は、１件当たり

の取得価格が５０万円以上の機械及び器具とする。

第11 事業主体は、実施要綱第１０の２の規定により、水産業体質強化総合対策事業造成基金の

残額を国に返還する場合には、別記様式第５号の国庫納付金承認申請書により農林水産大臣

の承認を受けて、国庫に返還しなければならない。

第12 規則第３条第４号に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物の保管期間は、補助事業終了の

年度の翌年度から起算して５年とする。

第13 事業主体（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第

５０号）第４２条第２項に規定する特例民法法人に限る ）は、この要綱に基づき補助金の。

交付を受けた場合には、別記様式第６号により補助金等支出明細書を作成し、別に作成する

「 」 、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類 に添付した上で

計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、補助金の交付を受けた年度の翌年

度の６月３０日までに農林水産大臣に報告するものとする。

第14 交付決定額の下限は、３，５００万円とする。

ただし、交付先の選定を公募により行うときはこの限りではない。

附 則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、この要綱による改正前の規定におい

て行うこととされている報告等については、なお、従前の例による。
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附 則

この要綱は、平成２３年３月３１日から施行する。ただし、この要綱による改正前の規定にお

いて行うこととされている報告等については、なお従前の例による。


